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教育委員会会議録
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３ 教育委員会出席者

委 員 菊池 健次

委 員 島 隆寛
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教 育 次 長 中野 敏章

教 育 次 長 生田 雅和

教 育 創 生 課 長 重田 英紀

教 職 員 課 長 眞椙 秀也

特 別 支 援 教 育 課 長 田中 清章

教 育 政 策 課 長 小原 広行

教 育 政 策 課 副 課 長 山星 茂
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［開 会］

教育長 定例会を開会する旨を告げる。

［会議録の承認］

教育長 配付されている会議録を承認して差し支えないかを各委員に諮る。

各委員 異議なし。

教育長 会議録を承認する旨を告げる。

［教育長報告］

副教育長 ９月定例県議会における質疑応答の概要について報告する。

〈質 疑〉

特になし。

［議 事］

教育長 議案第３７号，議案第３８号，議案第４１号，議案第４２号及び議案第４

３号を非公開として差し支えないかを各委員に諮る。

各委員 異議なし。

教育長 そのように取り計らうこととし，議事に入ることを告げる。

《議案第３９号 令和５年度徳島県立中学校及び徳島県立中等教育学校入学者選抜におけ

る新型コロナウイルス感染症への対応について》

教育長 説明を求める。

教育創生課長 内容等を説明する。

〈質 疑〉

島委員：受検をさせる保護者の立場としては，追検査は本検査と比べてどのような不

利な状況があるか明らかになっているとありがたい。本検査と比較すると，

検査の内容が難しいとか，こういう点で合格が得にくいなどの情報があると，

検査日の１月７日に近い年末やお正月では，極力感染に至る行動は避けてお

こうとなると考える。実際は，追検査の方が難しいのか。

教育創生課長：問題の作成に当たっては，本検査も追検査も同様に作成しており，ど
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ちらが難しいということはない。

島委員：難易度が同じであるならば，点数で決まるということでよいか。

教育創生課長：選抜の方法についても，本検査と追検査で異なることはない。

岡本委員：新型コロナウイルス感染症により受検ができない者となっているが，

（３）番の３８度以上の発熱がある場合や，（４）番の３７．５度以上の

発熱で咳がある場合というのは，例えばインフルエンザや他の疾病で起こ

ることも考えられるが，そういった場合でも追検査を受検することは可能

なのか。

教育創生課長：これらの項目に該当するような場合には，追検査に回っていただくこ

とになる。

教育長 議案第３９号を原案どおり決定してよいかを諮る。

各委員 異議なし。

教育長 議案第３９号を原案どおり決定する旨を告げる。

《議案第４０号 令和５年度徳島県公立高等学校入学者選抜における新型コロナウイルス

感染症への対応について》

教育長 説明を求める。

教育創生課長 内容等を説明する。

〈質 疑〉

特になし。

教育長 議案第４０号を原案どおり決定してよいかを諮る。

各委員 異議なし。

教育長 議案第４０号を原案どおり決定する旨を告げる。

《議案第４４号 令和５年度徳島県立特別支援学校高等部入学者選抜における新型コロナ

ウイルス感染症への対応について》

教育長 説明を求める。

特別支援教育課長 内容等を説明する。

〈質 疑〉
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特になし。

教育長 議案第４４号を原案どおり決定してよいかを諮る。

各委員 異議なし。

教育長 議案第４４号を原案どおり決定する旨を告げる。

《協議事項１ 徳島県教育振興審議会に対する諮問について》

教育長 説明を求める。

教育創生課長 内容等を説明する。

〈質 疑〉

特になし。

教育長 協議事項１を議案第４５号として付議してよいかを諮る。

各委員 異議なし。

教育長 議案第４５号を原案どおり決定してよいかを諮る。

各委員 異議なし。

教育長 議案第４５号を原案どおり決定する旨を告げる。

［非公開］

《議案第３７号 令和４年度事務局等教職員の功績表彰における教育委員会表彰の被表彰

者について》

《議案第３８号 令和４年度徳島県教育委員会関係職員表彰（グループ表彰）の被表彰者

について》

《議案第４１号 令和４年度学校職員の功績表彰における教育委員会表彰の被表彰者につ

いて》

《議案第４２号 徳島県学校職員給与条例の一部を改正する条例について》
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《議案第４３号 徳島県会計年度任用学校職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を

改正する条例について》

《協議事項２ 職員の処分について》（追加）

《報告事項１ 服務上の措置の実施状況について》（追加）

［閉 会］

教育長 本日の議事が全て終了したので閉会する旨を告げる。

閉 会 午前１１時３０分


